
いじめへの対応について 

 「学校いじめ防止基本方針」に則り、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に努める。 

 

  

 

           

 

 

 

          

         

                          

 

            

 

                 

      

                 

                       

 

                        

                        

    

 

 

 

                

 

＊学校が調査主体の場合           ＊市教育委員会が調査主体の場合 

 

 

 

               

 

    

     

    

 

 

 健康観察・行動観察等 アンケート調査・面談等 

 

調査組織の設置（専門家等を含む） 

 ＊学校いじめ防止委員会を母体で可 

客観的な事実調査 

いじめを受けた児童及び保護者への情報提供 

調査結果を市教育委員会に報告 

調査結果を踏まえた必要な措置  

重 大 事 態 

 

通 常 対 応 

市教育委員会への報告 

部会等の開催・役割分担 

いじめの疑い  

いじめの 

相談・発見・通報 
学校いじめ対策委員会 

学級担任による事実関係の確認 

保護者への連絡・対応 

加害児童・保護者への指導 

被害児童・保護者への支援 

学年集会・全校集会等での指導 

関係機関との連携 

市教育委員会への連絡・相談 

専門家等への相談 

市教育委員会の判断  

市教育委員会 

必要な指導 

適切な支援 

資料の提出等、調査に協力 


